
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２号 

複合施設「ホンテラッセ長与」条例 

令和８年３月３日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づき、

複合施設「ホンテラッセ長与」の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるも

の。 

上記議案を提出します。 



   複合施設「ホンテラッセ長与」条例 

目次 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 交流エリア（第７条―第１４条） 

 第３章 健康センター（第１５条・第１６条） 

 第４章 図書館（第１７条―第２４条） 

 第５章 雑則（第２５条―第２８条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （設置） 

第１条 本町に関わる多様な人々が、その垣根を越えて交流し、それぞれにとっての心地良

い居場所として受けいれられ、「学び・育み・ふれあいの拠点」となることを目的とし、

複合施設「ホンテラッセ長与」（以下「複合施設」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 複合施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 名称 ホンテラッセ長与 

 (2) 位置 長与町北陽台１丁目４番地１ 

 （複合施設の構成） 

第３条 複合施設は、次の各号の施設により構成する。 

 (1) 交流エリア 

 (2) 長与町健康センター（以下「健康センター」という。） 

 (3) 長与町図書館（以下「図書館」という。） 

 （職員） 

第４条 複合施設に施設長その他必要な職員を置く。 

 （開館時間及び休館日） 

第５条 複合施設の開館時間は、次のとおりとする。 

施設 平日 休日 

交流エリア 午前９時から午後８時まで 午前９時から午後５時まで 

健康センター 午前９時から午後５時まで － 

図書館 午前１０時から午後８時まで 午前１０時から午後５時まで 

注１ 「平日」とは、休日以外の日をいう。 

注２ 「休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）による休日をいう。 

注３ 交流エリア内のおやこのあそびばにあっては、平日に使用することができる時間

を午前９時から午後５時までとする。 

２ 複合施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。 



 (1) 月曜日 

 (2) ８月１４日及び１５日 

 (3) １２月２８日から翌年１月４日まで 

 (4) 健康センターにあっては、前項の休日に当たる日 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長及び教育委員会は、管理運営上必要があると認めると

きは、複合施設の全部又は一部を臨時に休館し、又はその開館時間を変更することができ

る。 

 （入館の制限及び退館） 

第６条 町長又は教育委員会は、複合施設を使用し、又は使用しようとする者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、複合施設の使用を拒み、又は退去を命ずることがで

きる。 

 (1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

 (2) 施設又はその附属設備、備品等（図書館の図書、記録、視聴覚教育の資料その他

必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」とい

う。）を含む。）を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

 (3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認

められるとき。 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障があると認められると

き。 

   第２章 交流エリア 

 （目的） 

第７条 交流エリアは、複合施設の利用者がそれぞれの意向に沿って滞在することを促し、

並びに町の事業のうち不特定多数の者が参画するものを実施し、及びまちづくり・地域づ

くりに資する協働の場として活用されること等により、利用者が相互に交流を深め、又は

緩やかなつながりの場を持つことを目的とする。 

 （交流エリアの構成） 

第８条 交流エリアは、次の各号の室等により構成する。 

 (1) プラザ 

 (2) コモンラウンジ 

 (3) おやこのあそびば 

 (4) ミーティングルーム 

 (5) クッキングルーム 

 (6) マエニワ 

 （使用の許可） 

第９条 前条第４号及び第５号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受け



なければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 町長は、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付する

ことができる。 

 （使用許可の制限） 

第１０条 町長は、前条第１項の者が第６条各号のいずれかに該当すると認めるときは、使

用を許可しない。 

 （目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 第９条第１項の規定に基づき使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、当該許可に係る使用目的の範囲外で施設を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、

若しくは転貸してはならない。 

 （使用許可の取消し等） 

第１２条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第９条第１項の規定に基づく使

用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。 

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。 

 (2) 第９条第２項の条件に違反したとき。 

 (3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

 (4) その他町長が特に公益上必要があると認めるとき。 

 （使用料） 

第１３条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。 

２ 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由によ

り使用することができなくなったときは、この限りでない。 

 （使用料の減免） 

第１４条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

   第３章 健康センター 

 （目的） 

第１５条 健康センターは、健康教育、健康相談、健康診断その他の保健サービスを提供す

ることにより、町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。 

 （事業） 

第１６条 健康センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 (1) 母子保健に関する事業 

 (2) 健康増進に関する事業 

 (3) 食育推進に関する事業 

 (4) 歯科保健に関する事業 

 (5) 精神保健に関する事業 

 (6) 介護予防に関する事業 

 (7) その他町長が必要と認める事業 



   第４章 図書館 

 （目的） 

第１７条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に基づき、町の情報拠点とし

て、町民一人一人の資料や情報に対する求めに応え、世代を越えた人との出会いと交流の

場を創出し、利用者の多様な創造的活動を支援することを目的とする。 

 （管理等） 

第１８条 図書館は、教育委員会が管理する。 

２ 教育委員会は、図書館の管理運営上の必要に応じ、停本所、配本所及び移動図書館を設

けることができる。 

 （事業） 

第１９条 図書館は、次に掲げる事業を行う。 

 (1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。 

 (2) 図書館資料の閲覧及び貸出し並びに図書館資料の調査及び相談に関すること。 

 (3) その他教育委員会が必要と認める事業 

 （職員） 

第２０条 図書館に館長その他必要な職員を置く。 

 （図書館資料の貸出し） 

第２１条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会において利用の登録を

受けなければならない。 

２ 前項の利用の登録、図書館資料の貸出し等の手続等については、教育委員会規則で定め

る。 

 （図書館資料の弁償等） 

第２２条 図書館資料を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、教育委員会が指定する図書館

資料を代納し、又は町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得

ない理由があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。 

 （図書館協議会） 

第２３条 図書館法第１４条第１項の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。 

２ 図書館協議会は、委員９人以内をもって組織する。 

３ 図書館協議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育の関係者 

 (2) 社会教育の関係者 

 (3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (4) 図書館の管理及び運営に関して学識経験を有する者 

４ 図書館協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 （委任） 



第２４条 この章に定めるもののほか、図書館の管理及び運営並びに図書館協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

   第５章 雑則 

 （特別の設備等） 

第２５条 複合施設を使用する者は、特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用

しようとするときは、あらかじめ町長又は教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ 町長及び教育委員会は、前項の許可に当たり、複合施設の管理運営上必要があると認め

るときは、その使用する者の負担において必要な措置をとらせることができる。 

 （原状回復の義務） 

第２６条 複合施設の使用を終了したとき、又は使用の停止を受け、若しくは使用の許可を

取り消されたときは、直ちに使用に係る設備等を原状に復さなければならない。 

 （損害の賠償） 

第２７条 複合施設を使用した者は、複合施設の施設又は設備、備品等を汚損し、毀損し、

又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない

事情があると認めるときは、この限りでない。 

 （委任） 

第２８条 この条例（前章を除く。）の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和３８年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育委員会の部新図書館整備計画検討委員会の項を削る。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育委員会の部新図書館整備計画検討委員会の項を削る。 

 （長与町図書館の設置及び管理に関する条例及び長与町健康センターの設置及び管理に

関する条例の廃止） 

４ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (1) 長与町図書館の設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２７号） 

 (2) 長与町健康センターの設置及び管理に関する条例（昭和６３年条例第２８号） 

 （準備行為） 

５ 第４条の規定に基づく施設長その他職員の任用及び第９条第１項に規定する許可に関

し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

別表（第１３条関係） 



施設 単位 使用料 

ミーティングルーム １時間 ２２０円 

クッキングルーム １時間 ８８０円 

 備考 

  １ 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額である。 

  ２ その使用が営利を目的とする場合には、この表による使用料に１００分の２００

を乗じて得た額とする。 

  ３ 使用時間に１時間未満の端数がある場合は、その端数の時間は、１時間とみなして

算定する。 

  ４ 使用時間は、準備（設備等の搬入等を含む。）から後片付け、原状回復等までに要

する時間を含む。 


